
社会資本総合整備計画

事後評価の評価項目

第３社会資本総合整備計画の評価について
４ 中間評価及び事後評価は次に掲げる事項について行うものとする。
一 社会資本整備総合交付金を充てた要素事業の進捗状況（…）
二 事業効果の発現状況
三 （…）事後評価にあっては評価指標の最終目標値の実現状況
四 今後の方針

【重点計画】

1



富士の麓の高原都市にふさわしい水環境保全重点計画
（平成３１年度～令和４年度）

要素事業番号 要素となる
事業名 事業内容 全体事業費

（計画値）
全体事業費
（実績値）

進捗
状況

A07-001
御殿場処理区管渠整備

（未普及解消）
Φ200

Ｌ＝3,800ｍ 432,000
（全事業費） 451,135

（交付金事業費） 220,000 完了

A07-002
御殿場浄化センター
水処理施設増設 実施設計 一式 28,000 2,8000 完了

（千円）
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計画の成果目標

御殿場処理区における下水道処理人口普及率を３６．３％（Ｈ３０末）
から３７．１％（Ｈ３４末）に増加。

富士の麓の高原都市にふさわしい水環境保全重点計画
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１ 御殿場処理区における下水道処理人口普及率を３６．３％
（Ｈ３０末）から３７．１％（Ｈ３４末）に増加。

【要素事業番号A07-001、A07-002】

下水道人口普及率

下水道を利用できる人口（人）／御殿場市全行政人口（人）
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下水道人口普及率
快適な生活環境を創造するため、公共下水道の整備に取り組みました。
また、管渠整備の進捗に伴う処理水量増加に対応するため、R5から水処理設備増設工事を
行う。その為の実施設計を作成した。
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システム小数点不可のため
38.5％→39％
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１ 下水道普及率

計画当初値

36.3％

計画終了目標値
（R4年度末）

37.1％

最終実績値

（R4年度末）

38.5％
●目標値と実績値に差が出た要因
整備計画以外による下水道法１６条に
よる民間開発も含めた整備により普及
が促進されたため。

●主な事業内容
二枚橋地区外、汚水準幹線管渠布設工事

35.0%

36.0%

37.0%

38.0%

39.0%

H30 R2 R4

計画 実績

当初実績値
（H30年度末）

36.0％
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事業効果の発現状況

・定量的指標に関する事業効果の発現状況
未普及地域において汚水管渠の整備を行ったことにより、単独浄化槽、合併浄化
槽での処理から処理場での処理に変わり、公衆衛生が向上し、公共用水域の水質
が改善した。

・定量的指標以外の事業効果の発現状況（必要に応じて）
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今後の方針等に関すること

管渠整備に伴う流入下水増加に対応するため、令和５年度からの
整備計画で処理場水処理施設を増設する。

下水道接続率上昇のための促進活動をさらに進めていく。
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